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保証枠でヨロ兆円規模の顯寶
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セーフティネット貸付ｄ０兆円）
陰長期固定の低利融資ですⅢ

陰特に業況の厳しい方には０３％霊利を引き下げます1１

緊急保証制震〔２０兆円〉
陰対象はｅｇＢ業種１１

中小･小規模企業の約Ｓ割が対象です1１
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経済産業局お問い台わせ先

北海道経済産業局産業部中小企業課

TELO11-709-1783(直）

関東経済産業局産業部中小企業課／中小企業金融課
1,048-600-0334(直）化LO48-600-O425(直）

中部経済産業局産業部中小企業課

1ELO52-951-2748(直）

中国経済産業局産業部中小企業課

1,082-224-5661（直）

九州経済産業局産業部中小企業課

rLO92-482-5448(直）

率小企業庁お問い合わせ先

中小企業庁金融課

1ELO3-3501-6280(直）

東北経済産業局産業部中小企業課

1kLO22-222-2425(直）

近畿経済産業局産業部中小企業課

1ELO6-6966-6024(直）

四国経済産業局産業部中小企業課

111087-811-8529(直）

沖縄総合事務局経済産業部中小企業課
TnO98-866-1755(直）
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1．セーフティネット貸付※１

>中小・小規模企業であれば、原則として(注'）業種を問わず、

事業状況などに応じ、以下の額の範囲内でご利用いただけます。

７億２，０００万円（中小企業）
４８００万円(小規模企業）

(注1）－部例外業種があります。公庫にお尋ねください。

し長期固定の低利融資(注2)です。

特に業況の厳しい方には、さらに０．８％の金利引下げを行います。
（注2）中小甑業：１Ｂ5％、国民事業：２．ｓ０％(基準利率５年以内､１月１９日現在）

○利率は、担保の有無、返済期間その他個別の顛摘により変動します。

し既存公庫融資分と合わせて一本化する|昔換需要にも対応します。

※１同様の特別貸付は、商工中金でも行っています。

ご相談は､最寄りの⑬日本政策金融公庫へ>”

２緊急保証制度

しＳＳＢ業種※２(中小・小規模企業数の約Ｂ割)が対象です。

し(言用保証協会の１００％保証です。

>保証付債務の一本化など、借換需要にも対応します。

※２対象業種については、ホームページ(http://www・chushqmetigojp)で確認できます。

>”ご相談は､金融機関最寄りの信用保証協会へ
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中小企業基盤整備機構中小企業施策広報協議会


